
「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成

育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関す

る法律」（成育基本法）成立を受けて 
 

 

成育基本法が 12 月 8 日の参議院本会議において全会一致で可決

成立されました。 

成育基本法成立に向けてご尽力を賜りました、超党派の議員連盟

（会長河村建夫衆議院議員、会長代行羽生田俊参議院議員、事務

局長自見はなこ参議院議員）の多くの先生方に感謝申し上げます。 

 

わが国では急速に少子高齢化が進んだために、子どもの健全な育

成を保障するための社会的施策が立ち遅れ、安心して子どもを生

み育てることができる母子保健医療体制の充実や子育て支援のた

めの社会環境の整備が必要であります。 

少子高齢化は、労働力人口の減少や社会保障費の増大という面で、

経済や生活環境に大きな影響を与え、延いては子育て支援策をは

じめとした行政サービスに自治体間の格差が表面化し、今後さら

に地域間格差が拡大することが懸念されます。 

 

日本医師会、日本小児科医会、日本産婦人科医会は、母子保健行

政の縦割りを解消し、子育てを孤立させず、子どもが心身ともに

健やかに育つことが保障される社会づくりのために、妊娠期の母

親の家庭支援に始まり、出産後の成長過程における切れ目のない

支援が保障される社会を形成することは極めて重要な国家的課題

であると捉え、「成育基本法」の制定に向け活動を続けて参りまし

た。 



 

成育基本法の理念は、「次代の社会を担う成育過程にある者の個人

としての尊厳が重んぜられ、その心身の健やかな成育が確保され

ることが重要な課題となっていること等に鑑み、成育過程にある

者およびその保護者ならびに妊産婦に対し、必要な成育医療等を

切れ目なく提供するための施策を総合的に推進しようとするもの」

であります。 

 

この度成立した成育基本法には、全ての妊婦、子どもに妊娠期か

ら成人期までの切れ目のない医療・教育・福祉を提供することの

重要性を定め、国や地方公共団体、関係機関に必要な施策を実施

する責務が明記されました。 

 

さらに、政府に対し「成育医療等基本方針」を策定し閣議決定を

求めており、施策を実施するために必要な法制上または財政上の

措置を義務付け、実施状況を毎年公表するよう定めています。 

基本方針は 6 年ごとに見直す方向性が示され、厚生労働省内に医

療関係者や有識者でつくる「成育医療等協議会」を設置すること

が明記されました。 

加えて、基本的施策として、 

・成育過程にある者及び妊産婦の医療・保健に関する支援 

・成育過程における心身の健康等に関する教育及び普及啓発 

・予防接種等に関する記録の収集等に関する体制整備 

・成育過程にある者の死亡の原因に関する記録の収集等に関 

する体制整備 

・調査研究等 



が掲げられ母子保健や児童福祉分野の連携を強化することで、誰

もが適切な支援を切れ目なく受けられることが期待されます。 

具体的には、保護者や妊産婦の社会からの孤立を防ぐため、健診

や相談支援を通じて虐待の発生予防や早期発見の促進、科学的知

見に基づく愛着形成に関する知識や食育を含めた心身の健康に関

する教育の普及啓発、予防接種や健診に関する記録のデータベー

ス整備、子どもが死亡した場合における死因を検証する体制づく

り等が求められています。 

 

未来を担う子どもの健やかな成長を社会全体で支援することが少

子化対策を一層強化するものと考えます。 

本法の制定は大きな一歩でありますが、今後政府において実効性

のある施策の確実な実現を求めていくとともに、本会としても引

き続き、関係機関と連携・協力をして子どもとその保護者並びに

妊産婦のためになる施策を提案して参る所存です。 

 

平成 30 年 12 月 19 日 

公益社団法人日本医師会会長 横倉義武 
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